
相手国及び日本の工業製品の即時撤廃率及び関税撤廃率 
１．相手国側 

 ＴＰＰ１１カ国全体 
• 即時撤廃率：（品目数ベース）８６．９％、（貿易額ベース）７６．６％ 
• 関税撤廃率：（品目数ベース）９９．９％、（貿易額ベース）９９．９％ 

  

 各国別 

国名 
即時撤廃率 関税撤廃率 

品目数ベース 貿易額ベース 品目数ベース 貿易額ベース 

米国 ９０．９％ ６７．４％ １００％ １００％ 
カナダ ９６．９％ ６８．４％ １００％ １００％ 

ニュージーランド ９３．９％ ９８．０％ １００％ １００％ 
豪州 ９１．８％ ９４．２％ ９９．８％ ９９．８％ 

ブルネイ ９０．６％ ９６．４％ １００％ １００％ 
チリ ９４．７％ ９８．９％ １００％ １００％ 

マレーシア ７８．８％ ７７．３％ １００％ １００％ 

メキシコ ７７．０％ ９４．６％ ９９．６％ ９９．４％ 
ペルー ８０．２％ ９８．２％ １００％ １００％ 

シンガポール １００％ １００％ １００％ １００％ 
ベトナム ７０．２％ ７２．１％ １００％ １００％ 

※小数点第二位を四捨五入。但し、９９.９％以上１００％未満については、小数点第二位を切り捨て。 

※即時撤廃率、関税撤廃率の算出にあたり、「品目数ベース」の数値については各国の２０１０年１月時点の国内細分に基づき計
算、「貿易額ベース」の数値については、２０１０年における日本から各国への輸出額に基づき計算。 

２．日本側 

 ＴＰＰ１１カ国全体 
• 即時撤廃率：（品目数ベース）９５．３％、（貿易額ベース）９９．１％ 
• 関税撤廃率：（品目数ベース）１００％、 （貿易額ベース）１００％ 

［内閣官房作成資料］ 
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ＴＰＰ税関当局及び貿易円滑化の概要 

本章のルールにより、例えば以下のようなメリットが考えられる。  

○迅速通関（関税法の遵守を確保するために必要な期間内（可能な限り貨
物の到着から４８時間以内）に引取りを許可）  

○急送貨物（通常の状況において、必要な税関書類の提出後６時間以内に
引取りを許可）  

○輸入者、輸出者又は生産者の要請による書面での事前教示制度（関税
分類、原産性等）（１５０日以内に回答）  

○自動化（輸出入手続を、単一の窓口において、電子的に完了することが
できるよう努める）  

税関手続について予見可能性、一貫性及び透明性のある適用を確保すると
ともに、締約国間の協力の促進、国際基準への調和、通関等の手続の迅速
化、行政上及び司法上の審査の確保等について規定。  
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ＴＰＰ協定の概要 
※前文に加え、以下の30章で構成。 

（１）冒頭の規定及び一般的定義 
 

 ＴＰＰ協定が締約国間のその他の
国際貿易協定と共存することができ
ることを認める。また、本協定の二以
上の章において使用される用語の定
義を定める。 

（２）内国民待遇及び物品の 
市場アクセス 

 物品の貿易に関して、関税の撤廃
や削減の方法等を定めるとともに、
内国民待遇など物品の貿易を行う上
での基本的なルールを定める。 

（３）原産地規則及び原産地手続 
 

 関税の減免の対象となる「ＴＰＰ域
内の原産品（＝ＴＰＰ域内で生産され
た産品）」として認められるための要
件や証明手続等について定める。 

（４）繊維及び繊維製品 
 

 繊維及び繊維製品の貿易に関する
原産地規則及び緊急措置等につい
て定める。 

（５）税関当局及び貿易円滑化 
 

 税関手続の透明性の確保や通関
手続の簡素化等について定める。 

（６）貿易救済 
  

 ある産品の輸入が急増し、国内産
業に被害が生じたり、そのおそれが
ある場合、国内産業保護のために当
該産品に対して、一時的にとることの
できる緊急措置（セーフガード措置）
等について定める。 

（７）衛生植物検疫（ＳＰＳ）措置 
 

 食品の安全を確保したり、動物や
植物が病気にかからないようにする
ための措置の実施に関するルールに
ついて定める。 

（８）貿易の技術的障害（ＴＢＴ） 
 

 安全や環境保全等の目的から製品
の特性やその生産工程等について
「規格」が定められることがあるところ、
これが貿易の不必要な障害とならな
いように、ルールを定める。 

（９）投資 
 

 投資家間の無差別原則（内国民待
遇、最恵国待遇）、投資に関する紛争
解決手続等について定める。 

（１０）国境を超える 
サービスの貿易 

 内国民待遇，最恵国待遇，市場ア
クセス（数量制限等）に関するルール
を定める。 
 

（１１）金融サービス 
 

金融分野の国境を越えるサービスの
提供について、金融サービス分野に
特有の定義やルールを定める。 

（１２）ビジネス関係者の 
一時的な入国 

 ビジネス関係者の一時的な入国の
許可、要件及び手続等に関するルー
ル及び各締約国の約束を定める。 

（１３）電気通信 

 
 電気通信サービスの分野について、
通信インフラを有する主要なサービス
提供者の義務等に関するルールを定
める。 

 （１４）電子商取引 
 

 電子商取引のための環境・ルール
を整備する上で必要となる原則等に
ついて定める。 

（１５）政府調達 
 

 中央政府や地方政府等による物
品・サービスの調達に関して、内国民
待遇の原則や入札の手続等のルー
ルについて定める。 

（１６）競争政策 
 

 競争法の整備と締約国間・競争当
局間の協力等について定める。 

（１７）国有企業及び指定独占企業 
 

 国有企業と民間企業の競争条件の
平等を確保する国有企業の規律につ
いて定める。 

（１８）知的財産 
 

 特許権，商標権，意匠権，著作権，
地理的表示等の知的財産の十分で
効果的な保護、権利行使手続等につ
いて定める。 

（１９）労働 
 

 貿易や投資の促進のために労働基
準を緩和すべきでないこと等につい
て定める。 

（２０）環境 
 

 貿易や投資の促進のために環境基
準を緩和しないこと等を定める。 

（２１）協力及び能力開発 
  

 協定の合意事項を履行するための
国内体制が不十分な国に、技術支援
や人材育成を行うこと等について定
める。 

（２２）競争力及びビジネスの 
円滑化 

 サプライチェーンの発展及び強化、
中小企業のサプライチェーンへの参
加を支援すること等について定める。 

（２３）開発 
 

 開発を支援するための福祉の向上
等や、女性の能力の向上、開発に係
る共同活動等について定める。 

（２４）中小企業 
 

 中小企業のための情報、中小企業
がＴＰＰ協定による商業上の機会を利
用することを支援する方法を特定す
ること等を定める。 

（２５）規制の整合性 
  

 加盟国毎に複数の分野にまたがる
規制や規則の透明性を高めること等
を規定する。 

（２６）透明性及び腐敗行為の防止 
  

 協定の透明性・腐敗行為の防止の
ために必要な措置等に関するルール
に関わる事項等を定める。 

（２７）運用及び制度に関する規定 
 

 協定の実施・運用等に関するルー
ルなど協定全体に関わる事項等を定
める。 

（２８）紛争解決 
 

 協定の解釈の不一致等による締約
国間の紛争を解決する際の手続につ
いて定める。 
 

（２９）例外 
 

 締約国に対するＴＰＰ協定の適用の
例外が認められる場合について定め
る。 

（３０）最終規定 
 

 ＴＰＰ協定の改正、加入、効力発生、
脱退等の手続、協定の正文等につい
て定める。 

［内閣官房作成資料］ 
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ＴＰＰ協定の経済分析  ［内閣官房作成資料］ 

１．概要 
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ＴＰＰ協定の経済分析  

２．想定するメカニズム 

［内閣官房作成資料］ 
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ＴＰＰ協定の経済分析  

３．分析結果 

［内閣官房作成資料］ 


